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名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

高
橋
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

八
戸
市
売
市
三
丁
目
一
の
三
一

平
成

��

･

�･

��

ミ
ツ
ワ
薬
局
代
官
町

弘
前
市
大
字
代
官
町
八
六
の
一

〃

八
戸
休
日
夜
間
薬
局

八
戸
市
根
城
八
丁
目
六
の
一
一

〃

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
広
田
店

五
所
川
原
市
大
字
姥
	
字
船
橋
二
四

二
の
六

〃

ク
オ
ー
ル
薬
局
津
軽
川
部
店

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
川
部
字
上

西
田
一
三
○
の
一
四

〃

実

施

期

日

実

施

場

所

検
査
対
象

区

域

平
成
二
十
七
年

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

五
月
七
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

津
軽
み
ら
い
農
業
協
同
組
合
沿

川
支
店
倉
庫

板
柳
町

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

五
月
八
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

板
柳
町
公
民
館

午
前
十
時
か
ら

五
月
十
一
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

中
郷
公
民
館

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

六
宝
館
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午
前
十
時
三
十
分
か
ら

五
月
十
二
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

津
軽
み
ら
い
農
業
協
同
組
合
山

一
り
ん
ご
セ
ン
タ
ー

黒
石
市

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

五
月
十
三
日

正
午
ま
で

黒
石
市
役
所
上
下
水
道
課
車
庫

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

五
月
十
四
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

五
月
十
五
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

午
前
十
一
時
か
ら

五
月
十
八
日

正
午
ま
で

近
川
集
会
所

む
つ
市

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

五
月
十
九
日

正
午
ま
で

む
つ
市
中
央
公
民
館

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

イ
ベ
ン
ト
広
場

午
後
一
時
か
ら

五
月
二
十
日

午
後
三
時
ま
で

海
上
自
衛
隊
大
湊
総
監
部

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

五
月
二
十
一
日

正
午
ま
で

む
つ
市
役
所
本
庁
舎
解
放
エ
リ

ア

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

五
月
二
十
二
日

正
午
ま
で

午
前
十
一
時
か
ら

五
月
二
十
五
日

正
午
ま
で

小
泊
漁
業
協
同
組
合

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

す
く
す
く
こ
ど
ま
り
館

午
前
十
一
時
か
ら

五
月
二
十
六
日

正
午
ま
で

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組

合
内
潟
事
業
所
倉
庫

(

旧
第
六

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

号
倉
庫)

中
泊
町

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

五
月
二
十
七
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

〃
武
田
事
業
所
倉
庫

(

旧
第
二

号
倉
庫)

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

五
月
二
十
八
日

正
午
ま
で

中
央
公
民
館
車
庫

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

五
月
二
十
九
日

正
午
ま
で

午
前
十
一
時
か
ら

六
月
一
日

正
午
ま
で

五
所
川
原
市
十
三
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー

五
所
川
原

市

午
後
二
時
か
ら

〃

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

太
田
集
会
所

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

六
月
二
日

正
午
ま
で

五
所
川
原
市
市
浦
庁
舎
車
庫

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

六
月
三
日

正
午
ま
で

川
倉
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

六
月
四
日

正
午
ま
で

〃

喜
良

市
出
張
所

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

五
所
川
原
市
嘉
瀬
集
会
所

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

六
月
五
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

五
所
川
原
市
芦
野
公
園
バ
ッ
テ

リ
ー
カ
ー
倉
庫

午
後
一
時
か
ら

六
月
八
日

午
後
三
時
ま
で

ふ
れ
あ
い
と
創
造
の
館

深
浦
町

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

六
月
九
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

深
浦
町
役
場
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午
前
九
時
三
十
分
か
ら

六
月
十
日

正
午
ま
で

農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

六
月
十
一
日

午
前
十
一
時
ま
で

大
白
公
民
館

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

西
目
屋
村
役
場
車
庫

西
目
屋
村

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

六
月
十
五
日

正
午
ま
で

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組

合
鶴
翔
ラ
イ
ス
セ
ン
タ
ー

鶴
田
町

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

〃

農
業
倉
庫

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

六
月
十
六
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

鶴
田
町
役
場
車
庫

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

六
月
十
七
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

中
村
公
民
館

鰺
ヶ
沢
町

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組

合
鳴
沢
リ
ン
ゴ
セ
ン
タ
ー

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

六
月
十
八
日

正
午
ま
で

赤
石
公
民
館

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

六
月
十
九
日

正
午
ま
で

山
村
開
発
セ
ン
タ
ー

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

六
月
二
十
二
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

富
�
公
民
館

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

六
月
二
十
三
日

正
午
ま
で

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組

合
牛
潟
支
店

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

車
力
ふ
れ
あ
い
会
館

午
前
十
時
か
ら

六
月
二
十
四
日

正
午
ま
で

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

合
つ
が
る
支
店
一
号
倉
庫

つ
が
る
市

午
前
十
時
か
ら

六
月
二
十
五
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

〃
繁
田
ラ
イ
ス
セ
ン
タ
ー

午
後
二
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

館
岡
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
消
防
セ
ン

タ
ー

午
前
十
時
か
ら

六
月
二
十
六
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組

合
川
除
支
店

午
前
十
時
か
ら

六
月
二
十
九
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

柏
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

午
前
十
時
か
ら

六
月
三
十
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

つ
が
る
市
消
防
署
森
田
分
署
裏

車
庫

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

七
月
一
日

正
午
ま
で

南
広
森
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
消
防
セ

ン
タ
ー

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

ご
し
ょ
つ
が
る
農
業
協
同
組
合

柴
田
倉
庫

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

七
月
二
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

〃大
畑
倉
庫

午
前
十
時
か
ら

七
月
三
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

つ
が
る
市
商
工
会
前
イ
ベ
ン
ト

広
場

午
前
十
一
時
か
ら

七
月
六
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

谷
地
頭
農
民
研
修
セ
ン
タ
ー

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

六
川
目
公
民
館
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午
後
二
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

淋
代
公
民
館

三
沢
市

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

七
月
七
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

お
い
ら
せ
農
業
協
同
組
合
倉
庫

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

七
月
八
日

正
午
ま
で

西
古
間
木
町
内
会
館

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

七
月
九
日

正
午
ま
で

三
沢
市
役
所
裏
車
庫

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

七
月
十
日

正
午
ま
で

午
前
十
一
時
か
ら

八
月
二
十
四
日

正
午
ま
で

二
川
目
地
区
生
活
会
館

お
い
ら
せ

町

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

十
和
田
お
い
ら
せ
農
業
協
同
組

合
も
も
い
し
支
店
一
川
目
事
業

所

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

八
月
二
十
五
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

お
い
ら
せ
町
役
場
分
庁
舎
第
二

駐
車
場

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

〃

本
庁
舎
裏
車

庫

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

八
月
二
十
六
日

午
前
十
一
時
ま
で

十
和
田
お
い
ら
せ
農
業
協
同
組

合
下
田
支
店
野
菜
セ
ン
タ
ー

午
前
十
一
時
か
ら

八
月
二
十
七
日

正
午
ま
で

お
い
ら
せ
農
業
協
同
組
合
七
百

支
所

六
戸
町

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

八
月
二
十
八
日

正
午
ま
で

六
戸
町
役
場
車
庫

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

八
月
三
十
一
日

正
午
ま
で

大
浦
地
区
学
習
等
供
用
セ
ン

タ
ー

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

九
月
一
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

東
北
町
役
場
本
庁
舎
裏
車
庫

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

九
月
二
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

東
北
町

午
後
一
時
か
ら

九
月
三
日

午
後
二
時
ま
で

北
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

九
月
四
日

午
前
十
一
時
ま
で

千
曳
地
区
学
習
等
供
用
セ
ン

タ
ー

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

中
央
公
民
館

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

九
月
七
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

千
歳
平
地
区
公
民
館

六
ケ
所
村

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

倉
内
地
区
集
会
所

午
前
十
一
時
か
ら

九
月
八
日

正
午
ま
で

六
ケ
所
村
役
場
平
沼
支
所

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

九
月
九
日

午
前
十
時
三
十
分
ま
で

泊
地
区
イ
ベ
ン
ト
広
場

午
前
十
一
時
か
ら

〃

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

中
央
公
民
館

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

九
月
十
四
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

南
地
区
交
流
セ
ン
タ
ー

横
浜
町

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

ト
ラ
ベ
ル
プ
ラ
ザ
サ
ン
シ
ャ
イ

ン

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

九
月
十
五
日

正
午
ま
で

横
浜
町
役
場
前

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

九
月
二
十
八
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

ゆ
う
き
青
森
農
業
協
同
組
合
坪

地
区
倉
庫

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

九
月
二
十
九
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

榎
林
地
区
加
工
等
施
設



( )

青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
五
号

海
岸
法

(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号)

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
海
岸
保
全
区
域
を

次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
六
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
示
し
、
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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午
前
十
時
三
十
分
か
ら

九
月
三
十
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

七
戸
町
役
場
本
庁
舎
裏
車
庫

七
戸
町

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

十
月
五
日

午
前
十
一
時
ま
で

荒
屋
平
精
米
所

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後
二
時
ま
で

山
谷
栄
助
精
米
所

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

十
月
六
日

正
午
ま
で

七
戸
町
役
場
七
戸
庁
舎
車
庫

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

十
月
七
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

十
月
十
三
日

午
後
三
時
ま
で

馬
門
公
民
館

野
辺
地
町

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

十
月
十
四
日

正
午
ま
で

町
立
体
育
館

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
三
時
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

十
月
十
五
日

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

〃

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

沿
岸
名

海
岸
名

地

区

海
岸
名

地

先

海
岸
名

区

域

下
北
八

戸

八
戸
港

河
原
木

八
戸
市
豊

洲
地
先

基
点
一
か
ら
基
点
四
ま
で
順
次
直
線
で
結
ん
だ

線
及
び
基
点
四
と
基
点
一
を
直
線
で
結
ん
だ
線

に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

基
点
の
表
示(

角
度
は
、
方
位
角
と
す
る
。)

基
点
一

館
鼻
三
等
三
角
点

(

北
緯
四
〇

度
三
一
分
三
九
秒
東
経
一
四
一

度
三
一
分
一
八
秒)

か
ら
一
〇

度
二
四
分
五
七
秒
五
四
三
・
五

メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二

基
点
一
か
ら
二
二
五
度
二
二
分

一
九
秒
五
・
二
メ
ー
ト
ル
の
地

点

基
点
三

基
点
二
か
ら
三
一
五
度
一
〇
分

四
二
秒
五
六
二
・
六
メ
ー
ト
ル

の
地
点

基
点
四

基
点
三
か
ら
四
五
度
二
二
分
二

九
秒
七
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

届

出

事

項

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

加
入
区

の
名
称

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

期

間

場

所

奥
戸

下
北
郡
大
間
町
大
字
奥
戸
字
向
町
八
六
の
一

竹
内

勝
久

下
北
郡
大
間
町
大
字
奥
戸
字
新
釜
二
二
の
七

佐
々
木

明

下
北
郡
大
間
町
大
字
奥
戸
字
向
町
八
五
の
二
二

菊
野

信
男

平
成
二
十
七
年

四
月
六
日
か
ら

同
月
二
十
日
ま

で

奥
戸
漁
業
協

同
組
合



( )

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

コ
ジ
マ
Ｎ
Ｅ
Ｗ
青
森

青
森
市
東
大
野
二
丁
目
一
の
一
八

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
七
年
三
月
十
六
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
七
年
四
月
六
日
か
ら
同
年
八
月
六
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
七
年
八
月
六
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

コ
ジ
マ
Ｎ
Ｅ
Ｗ
弘
前
店

弘
前
市
大
字
城
東
北
四
丁
目
六
の
三
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変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

株
式
会
社
コ
ジ
マ

栃
木
県
宇
都
宮
市
星
が
丘
二
丁
目
一
の

八代
表
取
締
役

寺
�
悦
男

株
式
会
社
コ
ジ
マ

栃
木
県
宇
都
宮
市
星
が
丘
二
丁
目
一
の

八代
表
取
締
役

木
村
一
義

平
成

��

･

�･

	

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

株
式
会
社
コ
ジ
マ

栃
木
県
宇
都
宮
市
星
が
丘
二
丁
目
一
の

八代
表
取
締
役

寺
�
悦
男

株
式
会
社
コ
ジ
マ

栃
木
県
宇
都
宮
市
星
が
丘
二
丁
目
一
の

八代
表
取
締
役

木
村
一
義

平
成

��

･

�･

	



( )

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
か
さ
い
商
店

弘
前
市
大
字
高
田
三
丁
目
六
の
一
二

代
表
取
締
役

前
田
和
紀

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
七
年
三
月
十
六
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
弘
前
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
七
年
四
月
六
日
か
ら
同
年
八
月
六
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
七
年
八
月
六
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ツ
タ
ヤ
・
ワ
ン
ダ
ー
グ
ー
弘
前
店

弘
前
市
大
字
高
田
二
丁
目
一
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
〇
八

代
表
取
締
役

井
上
元
延

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
七
年
三
月
十
六
日

五

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
弘
前
市
役
所
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変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

株
式
会
社
コ
ジ
マ

栃
木
県
宇
都
宮
市
星
が
丘
二
丁
目
一
の

八代
表
取
締
役

寺
�
悦
男

株
式
会
社
コ
ジ
マ

栃
木
県
宇
都
宮
市
星
が
丘
二
丁
目
一
の

八代
表
取
締
役

木
村
一
義

平
成

��

･

�･

	

区

分

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

大
規
模

小
売
店

舗
の
施

設
の
運

営
方
法

に
関
す

る
事
項

駐
車
場
の

自
動
車
の

出
入
口
の

数
及
び
位

置

八
か
所

九
か
所

(

位
置
は
、
届
出

書
添
付
図
面
の
と
お
り)

平
成

�
･

�･

	




( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

２

期
間

平
成
二
十
七
年
四
月
六
日
か
ら
同
年
八
月
六
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
七
年
八
月
六
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

企
業
組
合
建
築
工
房
か
り
や

二

代
表
者
の
氏
名

苅
谷

勝
雄

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
沢
市
南
町
四
丁
目
三
一
の
三
五
七
六

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
二)

第
一
一
九
九
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
七
年
三
月
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
、
石
、
鋼
構
造
物
、
ほ
装
、
し
ゆ
ん
せ
つ
、
塗
装
、
水
道
施
設
工
事
業
に

係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
六
年
十
二
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。
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